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「建設工事における技術者等の適正な配置のための手引」の改訂について（通知） 

 

このことについて、本市が運用する表題の手引は、国土交通省が定める「監理技術者

制度運用マニュアル」に基づき策定しています。このたび、同省から当該マニュアルを

改正する通知（令和７年１月 28 日国不建技第 147 号）がなされたため、これに対応し

て本市の手引を改訂したので通知します。 

 

１ 主な改訂内容 

 ・金額要件の見直し 

・監理技術者等の専任配置の特例を整理 
・直接的かつ恒常的な雇用関係の確認書類の追加（別途通知） 
・その他 

 

２ 備考 

既に契約済みの建設工事についても適用可能ですが、工事途中において、専任の

技術者等が、他の現場の工事現場を兼任することについては、請負契約の受発注者

間で調整等を行い、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう留意してください。 

 

３ 添付資料 

【改訂版】建設工事における技術者等の適正な配置のための手引 

【見消し】建設工事における技術者等の適正な配置のための手引 

【参考資料】監理技術者制度運用マニュアル（令和７年 1月 28 日） 
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